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条例・規則名   鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例 

                 

公布年月日・番号 平成１４年３月２９日・東京都条例第８５号 

                 
 

１ 概要 

    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正 7 年法律第 32 号）に係る事務の産業労

働局から環境局への移管に伴い、同法に基づく事務に関する手数料に係る規

定を定めたものである。 

  条例の構成は、次のとおりである。 
   第１条  趣旨 

   第２条 手数料を徴収する事務等 
第３条 手数料の減免 
第４条 手数料の不還付 
第５条 過料 
第６条 委任 

  別表（第２条関係） 

２ 施行期日 

    平成１４年４月１日 

 

３ 問い合わせ先 

   環境局自然環境部部計画課鳥獣保護担当 
   直通電話 ０３（５３８８）３５０５    
   都庁内線 ４２－６６３ 


